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 11月 30日（月）13:30から福岡高等裁判所 501法廷に

おいて，傍聴者約 60 名が見守るなか，福岡教育大学教職

員組合未払い賃金請求訴訟控訴審の判決言い渡しが行な

われました。 

 判決は，第一審判決を維持して，控訴を棄却するもので

した。主文を読み上げるだけの判決言い渡しに要した時間

は，わずか 1 分。思わず，傍聴席から，「理由を聞かせて

ください。そんな時間もないほど忙しいのですか」と裁判官に声があがるほど，空疎なものでした。 

 判決言い渡し終了後，裁判所から徒歩 2分の「大手門パインビル」2F会議室で報告集会が開か

れ，約 40 名が参加しました。 集会では，福岡教育大学教職員組合書記長，全大教副委員長，全

大教闘争本部委員，さ

らには傍聴支援に参加

した各単組の代表者が

発言し，判決の不当性

や判決の受け止め方，

運動の反省点などを述

べました。 

つづいて，弁護団長の堀良一弁護士が判決内容を解説しました。堀弁護士によれば，この判決文

は総頁わずか 10頁であり，①第一審を追随しており，②争点整理さえもされておらず，高裁独自

の判断も読み取れないという意味で，二重の不当判決であるとのことでした。 

 最後に，原告団の 4氏

が裁判闘争の真意と今

後も最高裁で闘う意志

を表明されました。 

 第一審につづく控訴

審判決は，国立大学法人

の教職員の労働法制上

の地位を奪うものと言わざるを得ないものであり，また司法の信頼をも疑わざるを得ないもので，

断じて認めることはできません。 

 今回の判決言い渡しまで，毎回，九州・山口地区の単組から多くの方々が傍聴支援にかけつけて

くれました。それは，福岡教育大学教職員組合の原告団を九州・山口地区の代表であると位置づけ

ているからにほかなりません。ひきつづき最高裁での闘いも支援していきましょう。 

 今回の傍聴支援行動は，全大教九州のご理解とご援助によって実現できました。この場を借りて，

全大教九州関係者の方々に深くお礼申し上げます。   （全大教闘争本部委員 伊藤正彦） 

 

原告団から 

福岡教育大学未払い賃金訴訟原告代表 西崎です。 

11月 30日（月）１時半，福岡高等裁判所において判決言い渡しがありました。 

内容は，弁護団代表堀弁護士が言うように「絵に描いたような不当判決」でした。つまり，地裁判

決をそのままに追随していること，内容わずか 8 ページ，しかもそのうち 4 ページしか高裁の意

見が入っていないこと，が特徴です。 

地裁判決では，原告が提出した重要な証拠を裁判所は判決文から削除しており，裁判の証拠主義

を捨てているという司法制度上の問題がありました。それにも一言も触れていません。また，控訴

審で加えた労働法学者の意見書についても，全く触れていないという状況です。原告がそれらを提

出した，という事実さえも公的書類から消し去るという裁判所は，いったいどうなっているのか，

と思わざるを得ません。 

このようなことから，原告は上告手続きを開始することといたしました。 

これまで，九州内の各単組および全大教をはじめ，全国のみなさんからいただきましたご支援を

感謝して，報告とさせていただきます。      （福岡教育大学教職員組合 西崎 緑） 
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（堀弁護団長）       （原告団の四氏） 

 

 

 
（報告集会の様子） 

 

 

   
（福岡教育大学教職員組合鶴成書記長）（全大教森戸副委員長） 


